様式第１号（第４条関係）

 一般廃棄物受け入れ合意書
　小坂町（以下「甲」という。）と、（以下「乙」という。）との間において、以下の条件を確認の上、一般廃棄物の搬入及び処分等に際し、次のとおり合意する。

記

１．最終処分受託事業者名及び処分の場所等　

　(1)　事業者名

         秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部６０番地１

         グリーンフィル小坂株式会社

  (2)  最終処分場の所在地 

         秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字杉沢９６番地２９

２．廃棄物の種類及び量

	 種　類
	(1) 焼却灰
	(2)ばいじん(処理済)
	(3) 混合灰
	(4) 不燃物残渣

	 量(年)t


	
	
	
	


３．期　間       自　令和　　年　　月　　日     至　令和　　年　　月　　日

４．廃棄物の発生場所

５．廃棄物運搬受託事業者名

６．条　件

　(1)　法令等の遵守と協力　

       乙は、関係法令等（以下、「法令等」）及び町外一般廃棄物の運搬、処分等に関する要綱（以下、「要綱」）を遵守し、甲の公害防止行政に協力するものとする。

　(2)  安全性の確認

     　乙は、搬出される一般廃棄物について、発生場所において法令等の基準以下であることを定期的に確認し、その記録を保管するものとする。甲が記録の提出を求めたときには、乙はこれを提出しなければならない。

　(3)　一般廃棄物の処理工程、焼却方式等を変更する場合には、一般廃棄物の性状を確認するとともに、甲に再協議しなければならない。

  (4)  立ち入り検査等

       廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１８条、第１９条及び小坂町環境基本条例第２３条に基づき、報告の徴収並びに立ち入り検査ができるものとする。

  (5)　上記１及び５の事業者が受託後、 公害等及び被害補償等が発生したときは、受託事業者がすべての責任において対応するよう、乙は、委託時に責任の所在を明確にするものとする。

　(6)　基準を超える一般廃棄物が搬入された場合には、乙の責任において処理するものとする。

  (7)  乙は、自区内処理ができるよう自己努力すること。

  (8)  本合意数量は予定数量であり、情勢の変化による加減が見込まれる。

　(9)  要綱、第３条第２項第８号に規定する町長が別に指定する焼却灰等について、乙は、焼却灰等の放射性セシウム濃度の分析を３ヵ月に１回以上行い、測定は、ゲルマニウム半導体検出器を使用するものとする。

  (10)  要綱、第３条第２項第８号に規定する町長が別に指定する焼却灰等について、乙は、測定した放射性セシウム濃度が3,500Bq／㎏を超えたときは、焼却灰等を搬出しないものとする。

  (11)  要綱、第３条第２項第８号に規定する町長が別に指定する焼却灰等について、乙は、焼却灰等を搬出する前に、空間放射線量率を車両毎に１ｍ離れた場所から運搬車両の両側面等２点以上測定し、そのうちの最高値を測定値とする。測定に使用する機器は、国内で販売されている適正な機器及び１年以内に校正されたシンチレーション式サーベイメータ等のガンマ線を測定できる空間線量計を使用するものとする。

  (12)  要綱、第３条第２項第８号に規定する町長が別に指定する焼却灰等について、乙は、空間放射線量が 0.5μSv／ｈを超えたときは、放射性セシウム濃度の分析を行い、3,500Bq／㎏以下であることを確認後に搬出するものとする。

  (13)  要綱、第３条第２項第８号に規定する町長が別に指定する焼却灰等について、受入時に放射性セシウム濃度の分析結果が4,000Bq／㎏を超えた場合は、乙の責任において当該ロットを引き取るとともに搬出を中断するものとする。

７．甲及び乙が本合意を実施するにあたり、本書に定めのない事項については、その都度　両者協議のうえ決定する。

　本合意書の証として本書２通を作成し甲、乙それぞれ記名押印のうえ、各自その１通を保有する。

  令和　　年　　月　　日

                            甲      秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41番地1

                                        小坂町長　　細　　越　　　　　満

                            乙

